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藤
善
員
澄
著

『
遁
宣
惇
の
研
究
』

大

文

雄

内

遁
{
亘

(
五
九
六
[
六
六
七
)
の
遺
し
た
数
多
の
著
書
が
、
中
図
研
究
の
史

料
と
し
て
今
に
至
る
ま
で
重
要
な
位
置
を
占
め
績
け
て
い
る
こ
と
に
は
、
誰

も
異
存
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
仰
数
撃
、
わ
け
で
も
律
準
に
お
い
て
、
哲
同
学
・

思
想
史
、
な
か
ん
ず
く
三
激
論
争
に
お
い
て
、
そ
し
て
中
園
悌
数
史
研
究
の

全
面
に
お
い
て
そ
の
仕
事
は
饗
わ
ら
ず
に
影
響
を
輿
え
績
け
て
い
る
。
そ
れ

は
日
本
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
例
数
の
重
要
性
に
鑑
み
る
時
、
更
に
深
く
蹟

い
こ
と
に
思
い
が
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
遁
宣
の
生
涯
と
そ
の
著
述
に

つ
い
て

は
、
従
来
も
嘗
然
な
が
ら
注
意
さ
れ
、
論
ぜ
ら
れ
で
も
き
た
が
、
お
お
む
ね

そ
れ
は
、
戒
律
研
究
と
歴
史
研
究
の
雨
分
野
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
い
、
中
で

も
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
は
北
宋

・
賛
寧
の

『宋
高
僧
傍
』
遁
宣
停
に
よ
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
社
撲
さ
に
気
づ
き
な
が
ら
も
一
種
の
等
閑
に
附
さ
れ
て

き
た
嫌
い
が
あ
っ
た
。
関
係
す
る
史
料
の
捜
集
と
吟
味
は
、
文
献
向
学
的
厳
密

性
を
要
求
さ
れ
る
歴
史
研
究
の
基
本
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
遁
宣
と
い
う

重
要
人
物
の
研
究
が
簡
便
さ
の
網
の
中
に
落
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
そ
れ
ら
の
蒙
を
魯
き
、
従
来
、
殴
味
の
中
に
捨
て
置
か
れ
て
い
た

遁
宣
傍
の
全
穏
を
、
お
よ
そ
現
存
す
る
関
係
史
料
を
博
捜
し
、
精
密
な
史
料

批
判
と
明
快
な
解
讃
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

遁
宣
の
、
例
え
ば

『績
高
信
傍
』
の
難
解
さ
は
周
知
の
事
に
属
す
る
が
、
そ

れ
は
遁
宣
の
癖
と
も
言
う
べ
き
表
現
に
特
に
顕
著
で
あ
る
。
本
書
に
は
遁
宣

の
、
文
章
表
現
以
外
に
も
様
今
に
現
れ
て
い
る
癖
に
つ
い
て
の
指
摘
も
随
所

に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
貼
思
わ
ず
膝
を
打
つ
面
白
さ
に
満
ち
て
も
い
る
。

本
書
の
全
慢
は
本
篇
に
嘗
た
る
第

一
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
と
、
附
篇
の

第

一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
爾
篇
に
分
け
ら
れ
る
。
本
篇
全
十
二
章
に
よ
っ

て
遁
宣
の
生
涯
を
追
い
、
倦
む
こ
と
な
く
績
け
ら
れ
た
著
述
と
補
正
の
成
立

過
程
・
年
次
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
彼
の
数
次
に
わ
た
る
遊
方
の
賓
態
を
解

明
し
、
併
せ
て
遁
宣
の
生
涯
を
包
む
六
l
七
世
紀
の
時
代
相
を
も
自
ず
と
浮

き
彫
り
に
す
べ
く
配
列
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
附
篇
の
四
章
も
ま
た
本

篇
の
上
記
の
内
容
に
密
接
に
閥
わ
る
題
材
が
詳
密
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
次

に
各
章
の
章
題
を
示
し
、
以
下
順
次
に
、
そ
れ
ら
の
要
結
に

つ
い
て
遁
べ
て

行
き
た
い
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章
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第
一
章
は
本
書
の
線
序
に
嘗
た
る
。
先
ず
冒
頭
よ
り
、
道
宣
自
ら
そ
の
最

晩
年
の
編
纂
に
な
る
『
律
相
感
遇
傍
』
に
記
す
天
人
の
語
り
、
す
な
わ
ち
遁

宣
は
僧
祐
の
後
身
と
の
這
官
百
身
の
「
冥
感
謹
」
を
紹
介
し
、
南
朝
の
融
円
か

ら
梁
に
か
け
て
例
数
界
を
指
導
し
た
信
一
桁
よ
り
遁
宣
へ
と
連
な
る
爾
者
の
繋

が
り
を
、
悌
数
史
上
の
著
遁
の
関
係
性
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
。
一
つ

に

『
出
三
戴
記
集
』
と
『
大
唐
内
典
銭
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
二
つ
に

『弘
明

集
」
と
『
康
弘
明
集
」
が
検
討
さ
れ
、
ま
た
品
目
一
桁
の
『
稗
迦
譜
』
と
遁
宣
の

『稼
迦
氏
譜
」
『
稼
迦
方
志
』
に
六
朝
惰
唐
に
盛
行
し
た
譜
撃
の
、

『弘
明

集
」
と

『康
弘
明
集
」
と
に
類
書
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
更
に

遁
宣
に
は
皐
に
象
敬
と
継
承
の
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
背
景
と
な
る
時
代
に

釣
す
る
認
識
、
換
言
す
れ
ば
時
代
へ
の
危
機
意
識
の
濃
淡
に
由
来
す
る
信
祐

と
の
相
違
黙
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
は
ま
た
梁
代
に
は
あ
り
え

な
か
っ
た
、
園
数
の
地
位
を
得
た
遁
数
と
、
園
{
ゑ
及
び
国
家
遁
敬
か
ら
傍
敬

側
に
絶
え
ず
浴
び
せ
ら
れ
る
排
例
論
に
針
す
る
護
法
の
意
識
、
そ
の
根
底
に

あ
る
偽
数
に
特
有
の
三
時
観
、
す
な
わ
ち
末
法
思
想
に
決
定
的
に
裏
附
け
ら

れ
る
と
す
る。

但
し
遁
宣
の
三
時
現
に
も
と
づ
く
時
代
認
識
は
、
今
を
像
法

を
過
ぎ
た
末
法
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
像
末
湊
季
の
世
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
光
輝
あ
る
惰
唐
偽
敬
の
暗
黒
面
を
別
扶
す
る
遁
宣
の
著
作
、
中
で
も

「四
分
律
行
事
紗
」
や
「
四
分
律
比
丘
尼
紗
』
か
ら
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、

そ
れ
が
現
賓
の
敬
園
へ
の
批
判

・
指
弾
、
そ
し
て
内
省
と
表
裏

一
穏
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
本
章
に
は
本
篇
の
論
旨
の

一
部
を
先
取
り
す
る
部
分
が
多
い
。
例
え

ば

『弘
明
集
」
と
『
康
弘
明
集
」
の
相
違
黙
の
一
つ
に
篇
目
の
有
無
が
あ
り
、

後
者
が
全
部
を
十
篇
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
篇
序
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
上
で
著
者
は
、
従
来
気
づ
か
れ
て
来
な
か
っ
た
貼
と
し
て
、

「緋
惑
篤
」

の
重
序
の
存
在
に
注
目
す
る
。
そ
れ
が
『
庚
弘
明
集
』
編
纂
の
複
合
性
、
執

筆
年
次
の
遣
い
を
表
し
、
編
纂
の
経
緯
を
裏
づ
け
る
有
力
な
誼
擦
の

一
つ
と

み
な
さ
れ
る
と
し
、
ま
た
そ
れ
は
這
{亘
の
編
纂
ス
タ
イ
ル
に
外
な
ら
な
い
こ

と
、
更
に
初
序
と
重
序
と
の
聞
に
、

年
齢
と
共
に
繁
化
す
る
遁
宣
の
心
設
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
篤
の
第
五
章

・
第
六
章
に
繋
が
り
を
も
た
せ
て
い

る
。
『
康
弘
明
集
』
の
編
纂
過
程
に
つ
い

て
は
、
第
十
二
章
の
第
三
節
と
第

四
節
に
も
集
中
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
は
蓮
宣
の
出
自
が
南
朝
裳
門
の
、
呉
興
長
城
の
銭
氏
で
あ
る
こ
と

を
決
定
す
る
。
先
ず
遁
宣
に
聞
す
る
侍
記
史
料
の
内
、
唐
代
ま
で
の
も
の
は

簡
略
に
過
ぎ
、
五
代
の
義
楚
『
務
氏
六
帖
」

以
下
の
も
の
に
は
説
話
的
内
容

が
混
入
し
相
互
に
出
入
が
あ
る
こ
と
、
及
び
『
宋
高
崎
市
傍
』
の
記
事
の
訣
り

を
指
摘
し
た
上
で
、
諸
史
料
の
中
核
に
李
山邑
撲
の

『行
状
』
が
あ
る
と
断
定

し
、
遁
宣
の
出
自
に
開
す
る
三
説
、
す
な
わ
ち

『宋
高
僧
傍
』
が
言
う
丹
徒
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あ
る
い
は
呉
興
の
二
説
、
宗
鑑
の
『
稗
門
正
統
』
が
傍
え
る
京
兆
の
以
上
三

設
の
傍
来
状
況
を
整
理
す
る
。
中
で
も
遁
宣
律
相
学
の
主
著
『
四
分
律
刷
繁
補

闘
行
事
紗
』
に
釘
す
る
最
も
有
盆
な
注
稼
書
で
あ
る
北
宋

・
元
昭
…
の

『資
持

記
』
が
採
用
し
た
京
兆
銭
氏
設
の
後
の
例
敏
史
籍
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
比

し
、
日
央
興
銭
氏
設
が
、
銃
に
唐
・
智
昇
の

『開
元
得
数
銭
』
に
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
ほ
か
な
ら
ぬ
遁
宣
自
身
が
自
ら
を

『得
門
章
服
儀
』
後
批
や

吋緯
迦

方
志
』
後
批
に
「
呉
興
の
稼
遁
官
こ
と
記
す
に
も
拘
わ
ら
ず
、

参
々
た
る
状

況
で
あ
り
績
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
の
手
順
を
経
た
上
で
、
遁

官
一前
停
と
し
て
、

三
園
呉
・
雨
耳
目
・
南
朝
期
の
呉
興
の
在
地
豪
族
た
る
銭
氏

の
浮
沈
を
述
べ
、
特
に
租
父
母
の
時
代
で
あ
る
南
朝
陳
の
興
廃
と
共
に
あ
っ

た
銭
氏
の
消
長
を
描
き
出
す
。
梁
末
の
動
乱
の
時
代
に
、
陳
の
武
帝
を
生
ん

だ
呉
興
長
城
の
陳
氏
と
血
縁
関
係
を
結
び
、
再
び
政
治
の
表
舞
牽
に
笠
場
し

た
銭
氏
で
あ
っ
た
が
、
陪
に
よ
る
亡
園
と
運
命
を
共
に
し
、
以
降
、
往
年
の

盛
期
を
取
り
戻
す
こ
と
は
な
く
、
郷
貫
か
ら
引
き
離
さ
れ
経
済
的
基
盤
を
失

ぃ
、
そ
の
後
、
長
安
に
あ
っ
た
父
母
の
も
と
に
文
帝
の
開
皇
十
六
年

(五
九

六
)
に
生
ま
れ
た
の
が
遁
宣
で
あ
っ
た
。
著
者
の
研
究
に
よ
っ
て
祖
父
は
陳

朝
建
園
の
功
臣
銭
遁
段
、
祖
母
は
陳

・
高
粗
の
従
妹
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
父
は
銭
申
、
母
は
銚
氏
で
あ
る
。
母
挑
氏
の
出
自
に
は
不
明

の
部
分
が
多
い
も
の
の
、
呉
興
に
お
い
て
同
様
の
「
門
地
と
賓
カ
を
備
え
」

通
婚
開
係
に
あ
っ
た
挑
氏
、
す
な
わ
ち
挑
祭
・
銚
思
廉
と
同
じ
呉
興
武
康
の

桃
氏
で
あ
る
と
す
る
の
が
最
も
安
嘗
と
す
る
。

こ
こ
に
利
用
さ
れ
る
数
キ
の
史
料
の
中
、
特
に
興
味
深
く
息
わ
れ
る
も
の

に
、
南
宋

・
談
抽
酬
の
『
嘉
泰
呉
興
志
』
に
記
す
唐
・
装
清
撲

『太
守
歴
{自

記
』
が
あ
り
、
遁
宣
の
租
父
に
嘗
た
る
可
能
性
が
高
い
陳
の
銭
遁
載
の
官
歴

を
傍
え
る
直
後
に
、
「
唐
高
信
終
南
山
沙
門
務
通
(
這
)
官
一
組
」
の
十
二
字

が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
一
文
が
、
呉
興
長
城
に
生
ま
れ
、
文
筆
の
才
を
も

っ
て
名
高
い
唐
の
絞
然
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
の
推
測
も
成
り
立
つ
と
す

る
。
著
者
の
博
授
と
謎
解
き
に
も
似
た
史
料
解
穫
の
面
白
躍
如
た
る
箇
所
の

一
つ
で
あ
る
。

第
三
章
か
ら
第
五
章
は
、
遁
宣
の
前
中
十
生
の
、

出
家
受
戒
、
律
的
学
研
鏡
、

所
属
寺
院
の
愛
濯
、
中
年
期
の
山
西

・
河
北
へ
の
遊
方
と
そ
れ
に
前
後
す
る

南
山
律
五
大
部
他
の
編
纂
・
重
修
、
更
に
江
南

・
湖
北
へ
の
巡
歴
と
著
述
が

遮
べ
ら
れ
、
晩
年
の
、
遊
方
か
ら
の
長
安
時
還
と
終
南
山
豊
徳
寺
入
山
、
晩

年
の
霊
期
と
な
る
玄
奨
の
誇
場
へ
の
参
加
と
西
明
寺
上
座
就
任
、
及
び
玄
笑
、

遁
世
と
の
関
わ
り
な
ど
が
詳
細
に
論
詰
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
言
う

「晩

年
」
と
は
、
本
書
の
構
成
の
上
か
ら
す
れ
ば
そ
の
字
分
に
も
満
た
ぬ
の
で
あ

っ
て
、
遁
宣
の
不
朽
の
名
著

『績
官
同
信
傍
』
の
編
纂
と
重
修

・
補
筆
は
第
六

章
か
ら
第
九
章
に
、
ま
た
後
世
に
傍
え
ら
れ
る
目
覚
ま
し
い
康
範
園
の
護
法

活
動
と
そ
れ
に
関
わ
る
著
述
は
、
道
官
一晩
年
の
最
後
の
六
年
ほ
ど
の
問
に
行

わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
本
篇
最
後
の
第
十

・
十

一
章
に
述
べ

ら
れ
る
。

さ
て
、
第
三
章
は
遁
宣
前
中
十
生
の
傍
歴
を
辿
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
と
共

に
、
併
せ
て
陪
末

・
唐
初
の
宗
数
界
を
展
望
す
る
と
は
本
章
冒
頭
の
著
者
の

言
葉
で
あ
る
が
‘
こ
の
言
葉
は
本
篇
附
篇
の
全
慢
を
通
し
て
嘗
て
は
ま
る
。

遁
宣
の
生
年
は
前
述
し
た
階

・
文
帝
の
開
皇
十
六
年

(五
九
六
)
、
卒
年

は
唐

・
高
宗
の
乾
封
二
年
(
六
六
七
)
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に

つ
い
て
は
諸
史

料
開
に
相
違
は
な
い
も
の
の
、
剃
髪
し
沙
嫡
と
な

っ
た
年
次
等
に
北
宋

・
賛

寧
の

『宋
高
品
目
惇
』
と
、
南
宋

・
宗
鑑
の

『稗
門
正
統
』
及
び
志
磐
の

『悌

租
統
紀
』
と
の
聞
に
相
違
が
あ
り
、

そ
れ
は
何
を
お
い
て
も
依
嫁
す
べ
き
遁

宣
自
身
が
記
す

『四
分
律
含
注
戒
本
疏
』
の
後
批
に
擦
る
か
否
か
の
相
違
で

あ
り
、
前
者
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
見
て
お
ら
ず
、
ま
た
十
五
歳
で
出
家
し
て
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重
行
と
な
っ
て
以
後
、
二
十
四
年
聞
に
わ
た
っ
て
師
事
し
た
慧
額
を
智
額
と

誤
る
こ
と
と
共
に
、
『
宋
高
僧
傍
』
の
杜
撲
が
示
さ
れ
て
い
る
。
慧
額
に
師

事
し
た
遁
宣
は
、
以
後
、
慧
額
と
共
に
場
帝
ゆ
か
り
の
日
巌
寺
に
所
属
し
、

唐

・
高
租
の
武
徳
七
年
(
六
二
四
)
に
日
巌
寺
が
慶
さ
れ
て
か
ら
は
、
慧

額
・
遁
宣
等
の
師
弟
は
共
々
に
新
建
の
崇
義
寺
に
移
住
し
た
。
遁
宣
は
以
後
、

貞
観
四
年
(
六
三
O
)
に
遊
方
の
途
に
つ
く
ま
で
の
聞
に
、
場
阜
市
の
大
業
十

一
年
(
六
一
五
)
二
十
歳
で
律
拳
の
指
導
者
智
首
の
も
と
に
受
具
し
、
ま
た

陪
末
の
戦
乱
と
唐
朝
創
業
、
そ
れ
に
績
く
数
園
規
制
の
動
き
の
中
、
縄
{
疋
賓

践
の
遁
に
進
む
か
、
師
に
奨
め
ら
れ
る
律
撃
の
遁
に
決
す
る
か
、
一
時
は
終

来
の
行
く
手
を
求
め
て
の
葛
藤
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
道
宣

の
志
向
が
律
皐
専
修
に
固
ま
っ
た
時
期
は
武
徳
六

・
七
年
頃
と
さ
れ
、
武
徳

七
年
、
遁
宣
二
十
九
歳
の
時
、
最
初
の
著
作

『務
門
集
信
軌
度
園
経
』
が
着

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
厳
寺
か
ら
崇
義
寺
へ

の
移
籍
の
時
期
で
も
あ
り
、

遁
宣
に
と
っ
て
大
き
な
縛
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
慧
額
と
這
宣

と
の
聞
に
は
、
出
自
に
由
来
す
る
陳
朝
以
来
の
商
家
の
交
友
関
係
の
存
在
を

も
推
測
し
得
る
と
し
、
更
に
遁
宣
が
著
し
た
慧
額
の
傍
(
『績
吉
岡
信
停
』
巻

十
四
)
に
は
他
の
俸
と
異
な
る
書
式
が
採
用
さ
れ
、
師
慧
額
の
、
後
世
に
所

諸
法
議
を
直
書
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
遁
宣
の
敬
愛
の
情
を
看
取
し
得
る

と
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
中
年
期
の
遁
宣
の
行
動
は
律
撃
の
研

鏡
と
資
料
牧
集
に
費
や
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
期
間
の
、
現
在
の
山
西
・

河
南

・
河
北
の
各
省
へ
の
遊
方
と
そ
の
聞
に
も
の
さ
れ
た
律
撃
関
係
の
著
作

の
成
立
時
期
、
更
に
は
南
下
し
て
江
南

・
湖
北
へ
と
政
立
ち
、
名
著
と
さ
れ

る
『
伊
心
誠
観
法
』
が
完
成
さ
れ
た
時
期
等
は
、
「
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
」
遁
宣
傍
研
究
の
中
で
も
重
要
な
部
分
に
嘗
た
る
。
遁
宣
の
出

愛
が
貞
観
四
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
期
間
に

這
宣
は
長
安
を
中
心
と
し
て
各
寺
の
議
径一
を
訪
れ
、
ま
た
終
南
山
の
苧
麻
蘭

若
(
豊
徳
寺
)
に
住
し
て
主
著
と
な
る

『四
分
律
行
事
紗
』
撰
述
に
意
を
注

い
で
い
た
。
以
下
、
先
述
の

『緑
門
集
信
軌
度
園
経
』
を
始
め
と
し
て
、
著

者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
経
過
を
、
遁
宣
の
著
述
の
順
序
に
沿
っ
て
簡

略
に
記
し
て
み
る
。

武
徳
七
年
(
六
二
四
)
二
九
歳

『緯
門
集
僧
軌
度
園
経
』

貞
叡
元
年
(
六
二
七
)
一
一
一
一
一
歳
『
四
分
律
拾
毘
尼
義
紗』

貞
観

三

年

(
六
二
九
)

l
四
年

(
六
三
O
)

三
四
歳
l
三
五
歳

『四
分
律
行
事
紗
』
初
稿

貞

観

八

年

(
六
三
四
)
三

九

歳

『
四
分
律
側
補
随
機
掲
磨
」
『
四
分

律
含
注
戒
本
』
『
数
誠
新
挙
比
丘
行

護
律
儀』

貞
税
九
年
(
六
三
五
)
四

O
歳

『

四
分
律
捌
補
随
機
渇
磨
疏
』

『四
分
律
含
注
戒
本
疏
』

貞
観

一
O
年
(
六
三
六
)
四
一
歳

『四
分
律
行
事
紗
」
重
修

貞
観
二
年
(
六
三
七
)
四
二
歳

『量
庭
軽
重
儀
』

同
年
頃

『尼
注
成
本
』

貞
税
一

一一一
年
(
六
一
二
九
)

l
一
四
年

(六
四
O
)

四
四
歳
l
四
五
歳
頃

『崎
市
心
誠
税
法
」

遁
宣
は
貞
観
九
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
、
太
行
山
脈
の
西
側
に
沿
う
必
州

綿
上
院
肺

(山
西
)
の
刷
局
柴
村
の
僧
坊
を
擦
黙
に
し
て
い
た
が
、

貞
観
九
年
に

『
鶏
磨
疏
」
を
完
成
後
、
相
州

・
鄭

(河
北
)
に
向
か
っ
て
日
光
寺
の
法
碗

を
尋
ね
、
次
い
で
西
方
の
林
慮
山
洪
谷
寺
に
行
き
、
山
西
に
蹄
っ
て
い
る
。

そ
の
途
次
か
、
鄭
の
西
北
方
の
鼓
山

(響
堂
山
)
石
窟
を
訪
れ
、
そ
の
後
、
必
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州
に
戻
り

『四
分
律
行
事
紗
」
の
重
修
を
行
っ
て
い
る
。
但
し
貞
観
四
年
の

出
後
以
後
、
九
年
ま
で
の
遁
宣
の
足
取
り
は
、
道
官
一
の
筆
法
の
殴
昧
さ
も
あ

っ
て
明
確
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
貞
観
十

一
年
に
は
、
嘗
時
存
命
の
母
挑

氏
の
「
追
喚
」
を
受
け
て
長
安
に
向
け
南
下
の
途
次
、

同
じ
く
山
西
の
隈
州

に
在
っ
て
『
量
廃
軽
重
儀
』
を
撰
述
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
巡
遂
の
聞
に
増

え
た
三
十
名
の
門
弟
を
伴
っ
て
隈
州
を
出
後
、
黄
河
の
ほ
と
り
に
透
し
て
彼

ら
の
た
め
に

『尼
注
戒
本
』
を
著
し
、
何
故
か
長
安
に
は
婦
ら
ず
に
、
江
准

地
方
へ
向
か

っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
時
天
台
山
を
含
む
漸
江
省
の
地
に
ま
で

足
を
伸
ば
し
た
と
推
測
す
る
。
更
に
道
宣
は
湖
北
の
随
州

・
興
唐
寺
に
あ
っ

て
病
に
犯
さ
れ
な
が
ら
も
、
黄
河
よ
り
江
南
に
下
る
際
に
別
れ
た
弟
子
慈
忍

に
迭
る
べ
く

『瀞
心
誠
観
法
』
を
執
筆
し
て
い
る
。
長
安
に
臨
悶
着
し
た
年
を
、

著
者
は
母
銚
氏
の
浸
年
(
貞
観
十
六
年
|六
回
二
)
に
も
と
づ
き
、
そ
の
前

年
と
仮
定
し
、

『ゆ
心
誠
観
法
』
の
成
立
の
時
期
は
早
く
と
も
貞
観
十
三
年

の
夏
、
あ
る
い
は
貞
観
十
四
年
を
安
省
と
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
時
期
の
這

宣
の
足
跡
は
、
主
著
『
四
分
律
行
事
紗
』
の
脱
稿

・
重
修
の
時
期
を
前
後
に

お
い
て
、
山
西
を
中
心
に
河
北
・
河
南
に
わ
た
り
、

ま
た
江
蘇

・
掘
削
江
か
ら

長
江
を
遡
上
し
て
湖
北
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
著
者
に
よ

っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
本
書
後
半
に
説
か
れ
る

『績
高
僧
傍
』
の
成
立
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
内
貧
に
密
接
に
関
連
す
る
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
遁
宣
傍
研
究
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
著
者
の
功
績
が
い
か
に
大
き
い

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
五
章
に
言
、
っ
遁
宣
の
晩
年
と
は
、
貞
観
十
五
年
、
遁
宣
四
十
六
歳
の
時

の
長
安
蹄
還
以
降
を
指
す
。
道
宣
は
そ
の
翌
年
に
母
を
喪
い
、
間
も
な
く
長

安
の
崇
義
寺
か
ら
終
南
山
の
豊
徳
寺
(
苧
麻
蘭
若
)
に
移
っ
て
い
る
。
『
績

古
同
信
崎
博
』
や

『四
分
律
比
丘
尼
紗
」
等
の
重
要
典
籍
は
、
貞
観
十
六
年
(
六

四
二
)
か
ら
十
九
年

(六
四
五
)
ま
で
の
前
後
三
年
を
か
け
て
聖
徳
寺
に
お

い
て
執
筆
さ
れ
た
。
こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て、

本
章
が
範
固
と
す
る
、
西
明

寺
を
去
っ
て
再
び
終
南
山
に
戻
り
清
官
精
舎

(
浄
業
寺
)
に
移
る
前
後
ま
で

の
開
に
撰
わ
さ
れ
た
書
名
を
、
著
者
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
き
、
前
記
に
な

ら
い
列
島
帯
し
て
み
る
。

貞
観

一
九
年

(六
四
五
)
五
O
歳

貞
観
一
一
一
年
(
六
四
七
)
五
二
歳

『績
吉
岡
信
傍
』
「四
分
律
比
E
尼
紗
』

『四
分
律
捌
補
随
機
渇
磨
』
重
修

『四
分
律
刷
定
信
戒
本
』

『四
分
律
刷
補
随
機
鶏
磨
疏
』
重
修

「績
高
僧
油
開
』
重
修

(輿
聖
寺
本
)

『四
分
律
注
比
丘
尼
戒
本』

『蝿
押
迦
方
士
心
』

『数
誠
新
曲
学
比
丘
行
護
律
儀
』
重
修

『穆
門
正
行
儀
悔
儀
』

『四
分
律
含
注
戒
本
』

重

修

『
四

分
律
含
注
戒
本
疏
』
重
修

『四
分
律
捌
{
疋
尼
戒
本
』

永
徽
四

年
(
六
五
一
ニ
)

1
額
慶
元
年
(
六
五
六
)
五
八
歳
!
六
一

歳

『績
高
信
停
』
増
補
加
筆

「稗
門
章
服
儀
』

『稗
門
章
服
儀
』
重
修

『集
古
今
悌
遁
論
衡
』

『穆
門
時
敬
儀
』

『大
唐
内
典
銭
』
(
正
月
)

『庚
弘
明
集
』
脱
稿

貞
観
二
二
年

(六
四
八
)
五
三
歳

貞
観
二
三
年
(
六
四
九
)
五
四
歳

貞
親
中
出

永
徽
元

年

(六
五
O
)
五
五
歳

永
徽

二

年

(六
五
二
五
六
歳

顛
慶

二

年

(六
五
七
)
六
二
歳

額
慶
四

年

(六
五
九
)
六
四
歳

龍
朔
元

年

(
六
六
一
)
六
六
歳

麟
徳
元

年

(
六
六
回
)
六
九
歳
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『集
神
州
三
質
感
通
録
」
(
六
月
)

『務
迦
氏
譜
略
」
(
九
月
)

麟
徳
二
年

(六
六
五
)
七

O
歳

『後
集
積
高
品
目
停
』

こ
の
問
、
貞
観
十
九
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
て
は
、
同
開
園
し
た
ば
か
り
の

玄
奨
に
よ
る
弘
一柚
寺
の
誇
場
に
参
加
、
そ
の
後
再
び
移
南
山
盛
徳
寺
に
入
り
、

以
後
、
顛
慶
三
年
に
西
明
寺
上
座
に
就
任
す
る
ま
で
の
十
二
年
聞
を
そ
こ
に

過
ご
し
て
い
る
。
西
明
寺
止
佐
期
間
は
麟
徳
元
年
ま
で
で
終
わ
り
、
右
の
表

で
は

『大
唐
内
典
録
』
『
康
弘
明
集
』
執
筆
ま
で
と
な
る
。
同
年
に
は
終
南

山
清
官
精
舎
(
崎市
業
寺
)
に
移
住
し
、

『集
紳
州
三
賀
感
通
録
』

『務
迦
氏
譜

略
』
を
撰
述
し
て
い
る
。
し
か
し
道
宣
が
西
明
寺
を
去
っ
て
後
も
滞
業
寺
と

の
聞
を
往
来
し
、
ま
た
引
き
績
い
て

「庚
弘
明
集
』
の
増
補
加
筆
を
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
は
第
十
二
章
に
考
誼
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
ほ
ぼ
二
十
年
聞

は
這
宣
の
生
涯
の
中
、
特
段
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
著
者
に
よ
れ

ば
、
永
徽
二
年
(
六
五

こ

の

『四
分
律
含
注
戒
本
疏
』
重
修
の
際
に
認
め

ら
れ
た
後
批
を
遁
宣
の
自
絞
傍
と
見
、
こ
の

『含
注
戒
本
疏
』
を
も

っ
て
南

山
律
五
大
部
の
完
成
と
考
え
、
戒
律
数
与
よ
り
賓
践
へ
、
戒
律
の
程
系
化
よ

り
護
法
運
動
へ
の
穂
換
が
は
か
ら
れ
た
董
期
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
本
章
が
扱
う
時
期
は
、
本
書
第
十

一
章
の
這
宣
の
絶
筆
に
至
る
ま

で
の
重
要
な
期
間
に
嘗
た
り
、
そ
れ
は
右
の
著
書

一
覧
に
お
い
て
も

一
目
瞭

然
と
な
る
。
ま
た
本
章
の
内
容
も
、
績
く
『
績
高
信
市
博
』
『
後
集
積
高
信
油
開
』

の
編
纂

・
増
補
と
入
萄
と
の
開
連
を
扱
う
第
六
l
九
章
、
及
び
龍
朔
二
年

(六
六
二
)
に
起
こ
っ
た
種
敬
問
題
に
釘
す
る
遁
宣
の
活
動
を
述
べ
る
第
十

章
、
更
に

『康
弘
明
集
』
の
編
纂
と
重
修
に
閥
わ
る
問
題
を
も
取
り
上
げ
る

第
十
二
章
、
以
上
の
本
書
本
篇
の
後
宇
部
分
と
相
互
に
関
わ
り
あ
る
い
は
重

複
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
次
に
こ
れ
ら
各
章
の
内
容
を
適
宜
紹
介
す
る
こ
と

を
粂
ね
て
、
以
下
、
述
べ
て
み
た
い
。

永
徽
二
年
(
六
五
一
)
の
翌
年
、

永
徽
三
年

(
六
五
二
)
か
ら
願
慶
二
年

(
六
五
七
)
の
問
、
す
な
わ
ち
顛
慶
三
年、

西
明
寺
に
上
座
と
し
て
入
寺
す

る
前
年
ま
で
の
六
年
間
に
「
愛
表
さ
れ
た
著
作
は
皆
無
」

(第
五
章
)
の
紋

況
に
つ
い
て
、
第
八
章
で
は
、

「
資
料
蒐
集
の
た
め
の
調
査
を
主
目
的
」
と

す
る
、
遁
宣
の
剰
湖
地
方
及
、ぴ
萄
地
へ

の
遊
方
の
事
賓
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

そ
の
こ
と
と

『繍
高
信
傍
」
に
封
す
る
増
補
加
筆
、
及
び

『績
高
信
侍
」
の

補
編
と
さ
れ
る

『後
集
積
高
僧
停
』
の
成
立
と
が
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
讃
明
し
、

『後
集
積
吉
岡
信
傍
』
の
復
元
に

一
つ
の
道
筋
を
つ
け
る
。

ま
た
現
行
本

『績
古
同
信
惇
』
巻
二
十
五

・
感
通
篤
本
停
に
牧
録
さ
れ
て
い
る

衛
元
嵩
俸
の
成
立
事
情
を
説
き
明
か
す
第
九
章
で
は
、
遁
宣
が
盆
州
地
方
へ

の
放
行
に
伴
い
、
北
周
武
帝
の
宗
数
廃
棄
政
策
の
導
入
部
を
な
し
た
徐
州
の

還
俗
者
衛
元
嵩
が
、
郷
土
で
は
賢
人
、

神
人
と
し
て
綱
廟
に
祭
ら
れ
る
ほ
と

の
隼
崇
を
得
て

い
る
こ
と
を
知
り
、

長
安
蹄
選
後
に
は
都
に
お
い
て
も
杜
新

説
話
・
越
文
昌
説
話
等
を
枚
め
る
小
説
類
が
流
布
し
、
周
陪
・
陪
唐
の
革
命

の
預
言
者
、
地
獄
の
司
直
の
手
す
ら
届
か
ぬ
善
報
を
得
た
高
徳
の
者
と
し
て

の
世
開
の
評
債
を
知
る
に
及
ん
で、

『後
集
積
官同
信
停
』
に
術
元
嵩
擁
護
、

ひ
い
て
は
悌
教
擁
護
に
繋
が
る
論
陣
を
張
っ
た
と
結
論
し
、
先
行
論
文
を
参

照
し
つ
つ
も
全
く
新
し
い
視
鈷
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
行
論
の
中
で
、
唐
靭

創
業
の
符
命
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
本
書
附
篇
第

一
章
に
説
く
賄

・
文
帝
の

誕
生
説
話
と
同
然
の
筋
立
て
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
附
篇
第

一

章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
周
陪
革
命
を
翼
賛
し
た
奮
北
斉
系
官
僚
屠
と
同
例
数

界
と
の
政
治
的
、
思
想
的
動
向
を
詳
細
に
遮
べ
る
が
、
こ
れ
ら
各
篤
と
も
相

互
に
関
連
す
る
。

第
六
章
と
第
七
章
は
章
題
の
通
り
、

『績
古
同
信
傍
』
の
成
立
問
題
と
言
、つ
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文
字
通
り
中
園
係
数
史
研
究
上
の
根
本
課
題
に
、
新
設
見
の
京
都

・
輿
聖
寺

本
を
組
上
に
乗
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
勢
作
で
あ
る
。

と
り
わ
け
第
六
章
で
は
、
誇
経
篇

・
玄
叫
突
出
聞
を
釣
象
に
、
現
行
大
正
毅
経
本

と
輿
望
寺
本
と
の
校
合
を
行
っ
て
、
貞
観
十
九
年
初
稿
本
脱
稿
後
、
初
稿
本

と
は
別
な
形
で
貞
観
二
十
三
年
に
作
ら
れ
た
も
の
が
輿
聖
寺
本

『綴
高
信

傍
』
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
、
玄
笑
俸
に
限
っ
て
言
え
ば
現
行
本
玄
笑
俸
は
、

初
稿
本
成
立
一
後
二
十
年
を
緩
て
麟
徳
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
「
『後
集
積
吉岡
信

傍
』
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
飽
ハ
聖
寺
本
系
の
玄
笑
俸
を
底
稿
と
し
、
冥
鮮

の

『(
玄
笑
)
行
紋
』
の
記
述
を
参
照
し
つ
つ
組
み
か
え
、
這
{
亘
自
身
の
新

知
見
を
加
え
て
補
足
訂
正
し
た
も
の
」
と
断
定
し
、
ま
た
遁
宣
が
知
る
由
も

な
い
玄
笑
の
奨
川
改
葬
の
記
事
は
後
人
に
よ

っ
て
補
わ
れ
、
現
行
本
と
し
て

完
成
し
た
も
の
と
す
る
。
今
回
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
第
七
章
で
は
前
章

で
は
果
た
さ
れ
な
か

っ
た
興
聖
寺
本
全
憾
の
構
成
の
圏
示
が
な
さ
れ
、

『緩

高
信
惇
』
に
お
け
る
幾
度
も
の
増
康
と
補
筆
、
収
録
古
同
信
の
排
列
と
構
成
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
各
章
の
ま
と
め
の
意
味
を
持
た
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。『
繍
高
品
田
傍
』
に
は
、

『大
唐
内
典
録
』
と
同
械
に
、
遁
宣
の
正
統
論
に

も
と
づ
く
王
朝
の
系
譜
、
宋

・
斉

・
梁
|
北
貌

・
北
斉

・
北
周
l
陳
|
惰

|

唐
、
が
具
鐙
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
、ぴ
卒
年
を
基
準
と
し
た
収
録
高
僧
の

排
列
を
検
討
し
、
そ
こ
に
「
セ
ッ
ト
毎
に
区
分
け
し
た
数
次
に
わ
た
る
追
加

補
足
」
が
初
稿
本
成
立
前
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
輿
聖
寺
本
を
挟
ん
で

『後

集
績
高
信
停
」
に
至
る
ま
で
績
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。興

聖
寺
本
の
接
見
に
よ

っ
て
、
先
行
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
初
稿
本
か

ら
現
行
本
に
至
る
系
譜
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
こ
と
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。

遁
宣
が

『績
古岡
崎
市
周
立
を
完
成
し
た
後
も
増
補
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
現
行

本
の
調
巻
に
混
乱
が
あ
る
こ
と
等
は
、
こ
れ
ま
で

『績
高
抽
出
惇
」
を
利
用
す

る
者
の
誰
し
も
が
気
づ
き
、
ま
た
戸
惑
い
を
鐙
え
て
き
て
お
り
、

そ
の
意
味

で
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
『
績
高
僧
傍
』
と

『後

集
積
高
信
傍
」
と
の
前
後
関
係
や
成
立
年
次
等
が
研
究
の
釘
象
と
な

っ
て
き

た
の
は
、
近
キ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
誌
的
調
査
を
伴
う
研
究
は
地

味
で
あ
る
た
め
か
、
こ
の
課
題
を
封
象
と
す
る
研
究
者
は
少
数
で
あ
る
。
著

者
の

一
連
の
研
究
に
よ

っ
て
、
こ
こ
に
、
そ
の
増
補
と
加
筆
は

『績
官同
信

傍
』
に
限
ら
ず
そ
の
他
の
重
要
著
作
に
お
い
て
も
常
に
績
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

但
し
、

『法
苑
珠
林
」
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
、

『開
元
理
押
数
録
』
の
嘗
時
に

は
著
者
に
よ
れ
ば
「
侠
書
」
と
さ
れ
、
以
後
南
宋
一
碕
州
版
関
版
の
折
り
ま
で

姿
を
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る

『後
集
績
高
僧
傍
』
で
あ
る
が
、
先
行
論

文
に
指
摘
さ
れ
著
者
も
ま
た
確
自認
し
て
い
る一
隅
州
版
彫
板
の
際
に
お
け
る
保

唐
寺
経
蔵
に
保
存
さ
れ
て
い
た

『
後
集
積
高
信
傍
』
の
後
見
に
至
る、

唐
代

後
宇
よ
り
北
宋
代
ま
で
の
長
期
開
を
含
む
経
緯
に
つ
い
て
は
何
等
述
べ
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
紗
本
か
ら
刊
本
へ
の
書
籍
形
態
の
繁
革
期
を
含
む
こ
の
時
代

の
、
大
蔵
経
と
し
て
の
書
籍
保
存
の
貧
態
と
と
も
に
そ
の
解
明
が
候
た
れ
よ

、「
J

。
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ま
た
第
五
章
で
は
、
古
く
は

『悌
租
統
紀
』
以
来
の
、
現
代
で
は
望
月
信

亨
『
悌
数
大
僻
典
』
等
の
誤
り
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
設
り
は

な
に
よ
り
も
著
者
が
言
う
よ
う
に
、

遁
{亘
の
各
種
著
述
に
附
さ
れ
た
撰
競
の

混
飢
状
態
を

「放
置
」
し
、
「
傍
歴
の
究
明
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た」

こ
れ
ま
で
の
研
究
朕
況
に
由
来
す
る
。
こ
の
撰
競
へ
の
注
意
は
、
唐
代
に
お

け
る
住
持
登
録
制
度
の
問
題
を
解
明
す
る
糸
口
の
一
つ
と
な
り
得
る
旨
、
著

者
に
も
本
章
に
指
摘
が
あ
る
が
、
本
章
は
遁
宣
を
そ
の
賓
例
の

一
っ
と
す
る



747 

も
の
で
あ
る
。
ま
た
誇
場
列
位
を
含
め
、
道
官
一
と
玄
笑
、
並
び
に
智
首
に
拳

ん
だ
同
門
で
あ
る

『
法
苑
珠
林
」
の
著
者
遁
世
と
の
関
係
が
詳
述
さ
れ
、
更

に
は
聖
徳
寺
や
淳
業
寺
に
開
す
る
叙
述
に
著
者
の
賓
見
に
擦
る
筆
致
が
伺
わ

れ
る
な
ど
、
本
書
の
中
で
も
一
段
と
精
彩
に
富
む

一
章
で
あ
る
。

第
五
章
に
お
い
て
著
者
が
、
永
徽
二
年
(
六
五
こ
の
『
四
分
律
含
注
戒

本
疏
』
重
修
に
よ
る
南
山
律
五
大
部
の
完
成
を
董
期
と
し
て
、
戒
律
数
民
干
よ

り
貧
践
へ
、
戒
律
の
健
系
化
よ
り
護
法
運
動
へ
の
縛
換
が
は
か
ら
れ
た
と
す

る
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
。
第
十
章
は
そ
の
護
法
活
動
を
高
宗
時
代
の
種
敬

問
題
を
主
軸
に
し
て
述
べ
、

第
十
一
章
は
遁
宣
最
晩
年
の
著
述
三
種
を
封
象

に
戒
壇
の
創
立
に
つ
い
て
述
べ
る
。
貞
観
五
年
(
六
三
一
)
に
愛
布
、
同
七

年
に
撤
回
さ
れ
た
僧
尼
・
道
士
等
に
斧
父
母
を
命
ず
る
詔
は
、
高
宗
の
額
慶

二
年
に
再
び
「
僧
尼
不
得
受
父
母
奔
認
」
(
『唐
大
詔
令
集
」
)
が
出
さ
れ
、

龍
朔
二
年
(
六
六
二
)
に
は
「
制
沙
門
等
致
奔
君
臣
救
」
(
『
康
弘
明
集
』
)

が
許
敬
宗
に
よ
っ
て
{
呈
示
さ
れ
、
有
司
の
詳
議
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
間
、

道
宣
は
顛
慶
三
年
に
西
明
寺
に
入
り
、
龍
朔
元
年
に
は

『穆
門
蹄
敬
儀
』
を

著
し
て
い
る
。
『
懇
門
時
間
敬
儀
』
は
草
に
律
儀
に
関
す
る
最
後
の
著
作
で
あ

る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
政
治
の
問
題
と
化
し
つ
つ
あ
る
種
敬
問
題
を
取
り
上

げ
た
悌
数
数
圏
に
封
す
る
警
鐘
の
書
で
も
あ
る
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
偽
数

側
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
沙
門
不
感
奔
俗
表
と
舜
不
奔
に
閥
わ
る
朝
議
の

経
緯
の
中
で
、
西
明
寺
上
座
で
あ
り
律
撃
の
大
家
と
し
て
衆
望
を
集
め
る
遁

宣
が
、
衆
惜
の
代
表
者
と
し
て
「
致
奔
君
臣
敷
」
の
貧
際
の
後
布
者
と
目
す

る
則
天
武
后
に
針
し
、
近
親
者
、
す
な
わ
ち
武
后
の
賓
子
と
貧
母
で
あ
る
薙

州
牧
浦
王
李
賢
、
楽
園
夫
人
楊
氏
を
過
し
て
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
事
賓

と
、
そ
の
文
章
表
現
に
湊
末
観
に
も
と
づ
く
危
機
意
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
不
感
奔
俗
論
を
纏
め
た
も
の
と
し
て
著
名
な
彦
憾
の

『集

沙
門
不
感
奔
俗
等
事
』
と
『
庚
弘
明
集
』
と
の
先
後
関
係
に
つ
き
、
通
説
に

釘
し
遁
宣
の
方
が
『
集
沙
門
不
感
奔
俗
等
事
」
を
参
考
に
し
、

「祖
述
と
刷

略
を
使
い
分
け
る
這
宣
一
流
の
技
法
」
と
這
宣
の
選
棒
、
す
な
わ
ち
不
斧
と

粂
舜
の
議
の
み
を

『康
弘
明
集
』
に
増
補
し
致
奔
の
議
は
除
い
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
現
賓
に
根
差
し
た
平
衡
感
覚
と
「
悌
法
の
通
と
塞
の
狭
間
に
身
を
庭

す
」
危
機
意
識
を
讃
み
取
っ
て
い
る
。

第
十
一
章
は
遁
宣
の
絶
筆
と
さ
れ
る
三
種
、
本
章
絞
述
の
順
序
で
紹
介
す

れ
ば

『律
相
感
遇
俸
』
、『
開
中
創
立
戒
壇
園
経
』
、

『中
天
竺
舎
衡
園
祇
湿
寺

園
経
』
と
、
遁
宣
終
生
の
願
い
で
あ
っ
た
期
業
寺
戒
壇
の
建
立
に
つ
い
て
述

べ
る
。
前
項
に
な
ら
い
そ
れ
ら
一
一一書
の
先
後
関
係
を
園
示
す
れ
ば
次
ぎ
の
通

り
で
あ
る
。

乾
封
二
年

『量
廃
軽
重
儀
」
重
修

『中
天
佐
一品一白衡
園
紙
一混
寺
園
経
』

『律
相
感
通
俸
』

(
H
『遁
宣
律
師
感

遇
銭
円
六
月
頃
)

『開
中
創
立
戒
壇
園
経
』
(
九
月
1

十
月
頃
)

従
来
、
遁
宣
の
入
寂
の
年
次
に
つ
い
て
は

『宋
高
僧
停
』
以
来
、

一
貫
し

て
乾
封
二
年
十
月
三
日
と
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
れ
に
釘
し
同
年
十
一

月
三
日
ま
た
は
十
二
月
三
日
設
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
三
番
の
成
立

時
期
を
考
誼
し
て
行
く
な
か
で
自
ず
と
導
か
れ
て
き
た
結
論
で
あ
る
が
、
著

者
は
慎
重
を
期
し
て
仮
設
と
し
て
い
る
。
天
人
と
の
感
遁
を
共
有
項
と
す
る

一
連
の
、
遁
宣
の
最
晩
年
を
彩
る
著
述
と
し
て
の
こ
れ
ら
三
書
で
あ
る
が
、

「
経
論
の
ほ
か
霊
裕
の
著
速
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
し
、
『中
天
佐
一
舎

衡
園
紙
一
湿
寺
園
経
』
に
は
陪

・
霊
裕
の

『寺
詰
』

『聖
迩
記
」
と
共
通
す
る

(
六
六
七
)
七
二
歳
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史
料
の
存
在
と
、
霊
裕
所
引
の

『紙
一湿
園
経
』
そ
の
も
の
が
天
人
と
の
通
感

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
紙
一但
寺
と
言
い
な
が
ら
そ
の
貧
、
ナ
l
ラ
ン
ダ

寺
院
の
模
篤
で
あ
っ

た
こ
と
、

『律
相
感
遁
傍
』
で
は
務
迦
蜜
多
羅
の
五
筆

山
行
の
時
期
を
そ
の
成
立
年
次
の
設
し
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
雨
書
と
も
に

決
し
て
荒
唐
無
稽
の
著
述
で
は
な
い
こ
と
を
誼
明
す
る
。
品伊
業
寺
戒
壇
は
こ

れ
ら
の
蓄
に
先
ん
じ
て
、

乾
封
二
年
二
月
八
日
に
完
成
し
た
が
、
戒
壇
創
立

に
関
わ

っ
て
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
那
提
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
様
式
は
中
図
と
イ
ン
ド
と
、
東
西
の
様
式
を
折
衷
し
た
も
の
と
し
、
そ

こ
に
は
、
第
十
章
に
も
言
う
歴
史
的
現
貧
に
立
脚
す
る
遁
宣
の
面
白
が
あ
る

と
す
る
。
『
問
中
創
立
戒
垣
園
経
』
は
こ
う
し
て
文
字
通
り
遁
宣
最
後
の
著

作
と
な
り
、
こ
の
成
立
時
期
と
の
開
連
で
先
の
遁
宣
入
寂
年
次
の
仮
設
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
章
は
、
遁
宣
の
波
後
、
中
園
で
は
義
崎
市
に
よ
る
批
判

が
な
さ
れ
、

三
番
の
中
で

『紙
一坦
寺
閉
経
』
の
み
が
五
代
の
頃
に
失
わ
れ
た

そ
の
次
第
と
、
遁
{
亘
の

『戒
壇
園
経
』
が
日
本
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
も
開
設
さ
れ
て
い
る
。

薬
師
寺
東
塔
の
様
銘
と
西
明
寺
錘
銘
と
の
闘
係
を
初
め
て
あ
き
ら
か
に
し

た
の
は
平
子
鐸
嶺
で
あ
る
が
、
著
者
は
第
十
二
章
に
お
い
て
、
西
明
寺
鍾
銘

の
作
者
を
ほ
か
な
ら
ぬ
遁
官
一と
結
論
し
、
そ
れ
ま
で
の
誤
り
を
正
し
つ
つ
、

西
明
寺
鍾
銘
を
枚
録
す
る

『贋
弘
明
集
』
と
の
閥
わ
り
と
、
第
一

章
の
項
で

も
述
べ
た
よ
う
に
遁
宣
の

『贋
弘
明
集
」
に
封
す
る
飽
く
な
き
増
繍
加
筆
の

寅
態
の一

面
を
照
ら
し
出
す
。
ま
た
併
せ
て
日
本
へ
の
請
来
を
論
じ
、
そ
の

矯
い
手
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
者
と
し
て
、
七

O
二
年
に
入
唐
し
西
明
寺
に
止

位
し
た
留
事
信
遁
慈
を
翠
げ
、
遁
宣
に
関
わ
る
日
中
文
化
交
流
の

一
端
を
活

官
局
す
る
。

第
九
章
の
項
で
既
に
一
部
遮
べ
た
よ
う
に
、
附
篤
第
一
章
と
第
二
章
と
は

崎
朝
の
北
斉
系
官
僚
王
助
の
活
動
を
主
軸
に
し
て
、
陪
代
例
数
史
の
重
要
な

側
面
を
考
認
す
る
。
陪
文
帝
の
誕
生
説
話
を
始
め
と
し
て

『
斉
書
』
沫
一例
志

や

『開
皇
起
居
注
』
、
『陪
書
」
、
『舎
利
感
感
記
』
等
の
王
勧
の
著
述
を
通
し
、

ま
た
そ
の
革
命
設
を
検
設
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
王
勧
が
い
か
に
周
陪
革
命

の
現
賓
を
覆
い
隠
し
、

北
楓
円
か
ら
陪
へ
の
正
統
性
の
移
行
を
強
調
し
た
か
、

そ
の
際
に
「
北
斉
の
文
化
を
代
相
関
す
る
悌
数
」
を
稽
賛
し
、
異
常
に
符
命
好

み
の
文
帝
に
数
々
の
著
述
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
楕
朝
の
寵
臣
の
座
を
確
保

す
る
こ
と
に
成
功
し
、

北
周
系
官
僚
に
伍
し
て
北
斉
系
官
僚
の
優
位
性
を
顕

示
す
る
先
陣
の
役
目
を
果
た
し
た
か
を
述
べ
る
。
ま
た
附
篇
第
一

章
に
お
い

て
は、

王
劫
の
類
書
健

『陪
審
』
に
述
悌
志
が
存
在
し
た
可
能
性
に
絹
れ
、

そ
う
し
た
仮
定
の
上
で
、
「
『貌
書
』
稗
老
志

『湾
香
」
遮
悌
志

『

階

書
』
述
悌
志
と
い
う
例
数
志
を
媒
憶
と
す
る
王
朝
の
系
譜
」
が
成
立
す
る
と

指
摘
す
る
。
右
に
記
し
た
玉
川
副
の
著
述
の
中
、

『陪
審
」
を
除
く
全
て
は
い

ず
れ
も
遁
宣
の

『庚
弘
明
集
』
や

『集
紳
州
三
賀
感
通
録
』
に
摘
記
さ
れ
て

お
り
、
附
篇
第
二
章
で
は

『績
高
崎
間
停
』
『
瞭
弘
明
集
』
『
集
古
今
偽
遁
論

衡
」
等
の
編
纂
物
の
中
に

『賛歌百
」
遮
例
志
か
ら
の
穂
載
が
相
省
数
存
在
す

る
と
著
者
は
推
測
し
て
い
る
。
附
篇
冒
頭
の
こ
の
こ
篇
は
本
篇
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
遁
宣
傍
前
史
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
持

っ

て
い
る
。

但
し
、
特
に
附
篇
第
二
章
に
つ
い
て
は
、
障
問

・
文
帝
期
の
文
数
政
策
を
捻

っ
た
秘
書
監
牛
弘
の
名
が
頻
出
す
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
牛
弘
が
開
皇
の

初
め
、
文
帝
に
釘
し
て
「
請
開
献
書
之
路
表
」
を
奉
っ
た
こ
と
は
そ
の
中
に

言
う
「
蓄
の
五
厄
」
と
と
も
に
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
牛
弘
は
開
皇
年
聞
の

『四
部
日
銀
」
編
纂
に
開
わ
る
だ
け
で
な
く
、
階
代
最
初
の
経
典
目
録
で
あ

る
法
経
を
首
班
と
す
る

『衆
経
目
録
」
編
纂
に
際
し
文
帝
の
詔
教
を
宣
示
し
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て
い
る
よ
う
に
、
政
治
世
界
と
傍
敬
界
と
に
介
在
し
て
い
る
。
文
帝
時
代
に

お
け
る
牛
弘
の
地
位
を
考
え
る
時
、
王
勧
と
の
関
係
の
解
明
は
必
要
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
ま
た
第
五
節
で
は

『舎
利
感
感
記
』
に
関
連
し
て

『開
皇
陪
霊

感
志
』
と

『自
主
情
霊
感
志
」
の
書
名
に
つ
い
て
の
考
誼
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

百
納
本

『惰
書
』
王
劫
俸
は

『開
皇
惰
霊
感
誌
』
、
同
『
北
史
』
で
は

『自主

陪
霊
感
誌
」
と
な
っ

て
お
り
、
標
貼
本
で
は

『
惰
書
」
『
北
史
」
と
も
に

『
自
主
階
霊
感
誌
」
と
記
し
、
「
開
」
字
の
有
無
に
つ
い
て
の
校
勘
は
な
い
。

文
中
の
「
王
散
の
本
傍
」
と
い
う
表
現
は
正
確
さ
に
紋
け
る
も
の
で
あ
る
。

附
篇
第
三
章
は
、
先
の
二
篇
と
同
様
に
王
劫
と
の
関
連
、
な
ら
び
に
北
湾

系
名
族
出
身
且
つ
階
代
例
数
界
の
代
表
者
た
る
彦
綜
と
那
連
提
繁
耶
舎
と
の

結
び
つ
き
を
那
連
提
繋
耶
舎
誇

『
徳
護
長
者
経
』

を
通
し
て
述
べ
る
。
那
連

提
繁
耶
舎
は
北
斉
と
陪
・
文
帝
期
を
代
表
す
る
誇
経
信
の
一
人
で
あ
る
。
本

章
で
は
末
法
、
破
仰
を
説
く

『
大
集
月
裁
経
」
や
「
蓮
華
面
経
』
の
観
誇
者、

す
な
わ
ち
末
法
思
想
の
先
駆
者
と
し
て
の
側
面
に
焦
黙
を
嘗
て
る
と
と
も
に
、

『徳
護
長
者
経
』
に
類
す
る
一
連
の
経
典
と
の
同
異
を
検
討
し
、
そ
の
月
光

童
子
中
園
降
誕
の
懸
記
の
文
中
に
言
、
っ
「
大
陪
園
」
「
大
行
王
」
の
語
句
、

あ
る
い
は
悌
鉢
東
漸
説
話
等
の
加
筆
改
獲
の
行
筋
が
、
周
階
革
命
を
翼
賛
す

る
王
助

・
那
連
提
察
耶
舎
・
彦
孫
の
三
者
の
合
作
に
な
る
も
の
と
し
、
「
一

連
の
末
法
経
典
を
傍
設
に
周
惰
革
命
を
穆
迦
の
授
記
に
よ
っ
て
正
賞
化
す
べ

く
、
文
帝
を
救
世
主
た
る
月
光
童
子
に
仕
立
て
上
げ
た
」
と
結
論
す
る
。
ま

た
こ
の
よ
う
な
政
権
翼
賛
の
技
法
が
、
則
天
武
后
の
武
周
革
命
の
折
り
に
利

用
さ
れ
た

『
賓
雨
経
』

に
言
、
つ
授
記
作
成
の
背
景
を
な
し
た
と
の
見
通
し
を

提
示
す
る
。
し
か
し
末
法
思
想
に
つ
い
て
言
え
ば
、
近
年
山
東
省
洪
頂
山
で

後
見
さ
れ
た
北
斉
の
石
刻
経
典
に
附
随
す
る
銘
文
に
、
傍
滅
年
代
に
閲
す
る

新
し
い
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
南
岳
慧
思
の
そ
れ
と
同
じ
年

代
比
定
を
持
つ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り
、
那
連
提
察
耶
舎
を
含
め
、

北
湾
代
の
末
法
思
想
に
関
す
る
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入

っ
て
い
る
。

附
篇
第
四
章
は
第
十
一
章
と
関
連
す
る。

紙
湿
精
舎
に
関
わ
る
語
句
を

『金
剛
経
」
六
語
、
次
い
で
安
世
高

・
支
婁
迦
識

・
{
女
玄

・
佐
一法
護
の
誇
経

に
お
い
て
検
設
し
、
法
類
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
祇
浬
精
舎
物
語
や
そ
の

後
の
中
園
に
流
布
し
た
祇
涯
精
舎
縁
起
、
最
後
に
『
大
唐
西
域
記
』
中
の
誇

語
の
検
討
と
、
遁
宣
の
『
中
天
佐
一
舎
衛
図
紙
湿
寺
園
経
」
が
こ
う
し
た
紙
湿

精
舎
縁
起
の
搾
尾
を
飾
る
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

以
上
、
本
篇
附
篇
合
わ
せ
て
五
六
O
頁
を
越
え
る
本
書
の
内
容
の
か
い
つ

ま
ん
だ
紹
介
を
終
え
る
に
際
し
、

一
二
、
批
評
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き

た

u
。

一
つ
に
は
、

『大
唐
内
典
銭
』
に
閲
す
る
蓮
宣
著
述
の
側
面
に
つ
い
て
で

あ
る
。

『大
唐
内
典
録
』
に
つ
い
て
は
第
五
章
、
第
七
章
、
特
に
附
篇
第
三

章
の
注
(
日
)
に
そ
の
巻
五

・
陪
靭
傍
誇
悌
経
録
序
が

『歴
代
三
賀
紀
』
に
も

と
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

『
大
唐
内
典
録
』
歴
代
傍
諜
所
従
録
の

序
は
階
代
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
後
漢
か
ら
陪
代
に
至
る
ま
で
、
刷
略
・
加
筆

の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
全
て

『歴
代
三
賓
紀
』
各
代
録
の
序
に
擦
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
本
書
の
中
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
遁
宣
の
著
述
の
一

面
、

す
な
わ
ち
著
者
の
言
う
「
租
遮
と
側
略
」

(三
六
一
頁
)
に
該
賞
す
る
典
型

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し

一
方
、
費
長
房
の
創
案
に
な
る
代
録
、
す
な

わ
ち
朝
代
別
経
典
翻
誇
史
の
程
例
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
道
宣
は
郷
自
の
歴
史

観
を
そ
こ
に
示
し
て
い
た
。
全
面
的
な
文
章
表
現
の
依
存
は
、
従
っ
て
い
わ

ゆ
る
「
組
遮
」
の
域
を
越
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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二
つ

に
は
、
著
者
に
よ

っ
て
初
め
て
全
穏
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
、
現
存

す
る
も
の
だ
け
で
も
お
び
た
だ
し
い
数
量
に
の
ぼ
る
遁
宣
著
述
の
成
立
年
次

に
開
し
、
本
書
の
性
質
上
、
ど
う
し
て
も
各
章
に
重
複
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
遁
宣
の
絶
え
開
無
い
増
補
加
筆
を
、
著
者
は

「
補
筆
ぐ

せ」

(三
五
五
頁
)
と
も
呼
ぶ
が
、
そ
れ
が
ま
た
本
書
の
基
礎
部
分
を
な
す

遁
宣
の
著
述
と
遊
方
の
経
緯
を
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
正
確
に
再
現
す
る
こ
と

を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
最
大
の
要
因
で
も
あ
り
、
著
者
も
そ
の
こ
と
を
し
ば

し
ば
指
摘
す
る
。
そ
の
辛
苦
を
承
知
し
た
上
で
敢
え
て
申
せ
ば
、

重
修
も
含

め
て
の
著
述
年
表
、
あ
る
い
は
遁
宣
年
譜
が
望
ま
れ
る
。

遁
宣
博
研
究
の
童
期
を
な
す
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、

中
園
の
例
数
史
の

み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
に
携
わ
る
者
に
と

っ
て
、
新

た
な
課
題
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
に
よ
っ
て
編
年
の
概
要
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
遁
宣
の
手
に
な
る
編
著
の
、
内
容
に
沿
う
賓
語
的
研
究
で
あ
る
。

例
え
ば
遁
官
一の
主
著

『四
分
律
行
持
紗
』
が
あ
る
。
近
年
遁
数
研
究
の
立
場

か
ら
の
特
に
数
聞
に
お
け
る
制
規
研
究
の
史
料
原
と
し
て
の
債
値
が
見

い
だ

さ
れ
て
い
る
が
、

戒
律
の
貧
践
家
、
歴
史
編
纂
者
、
そ
し
て
現
賓
主
義
者
で

あ
っ
た
遁
宣
の
著
述
は
貧
に
豊
富
な
内
容
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し

『行
持

紗
』
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
線
合
的
拳
際
的
な
研
究
が
不
可
鉄

で
あ
っ
て
、
著
者
に
は
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
地
平
へ

の
導
き
手
と
な
り
繍
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

二

O
O
二
年
五
月

京

都

京

都

大

挙
準
術
出
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